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◆
背
景
お
よ
び
趣
旨

男
女
平
等
参
画
社
会
の
実
現
を

め
ざ
し
、
国
に
お
い
て
は
、
男
女

共
同
参
画
基
本
法
を
制
定
（
平
成

11
年
）
し
、
同
法
第
９
条
に
地
方

公
共
団
体
は
国
の
施
策
に
準
じ
た

施
策
及
び
そ
の
他
地
方
公
共
団
体

の
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を

策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

三
鷹
市
に
お
い
て
は
、
三
鷹
市

女
性
憲
章
（
昭
和
63
年
）
の
制
定
、

三
鷹
市
男
女
平
等
行
動
計
画
（
平

成
15
年
）
の
策
定
を
行
う
と
と
も

に
、
第
３
次
基
本
計
画
の
主
要
事

男
女
平
等
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
す

三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
条
例
検
討
案

市
で
は
、
三
鷹
市
基
本
計
画

（
改
定
）
に
基
づ
き
、
男
女
平
等

参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、

平
成
17
年
度
中
の
三
鷹
市
男
女
平

等
参
画
条
例
（
仮
称
）
の
制
定
に

向
け
、
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

平
成
18
年
３
月
の
市
議
会
へ
の
提

案
に
先
立
ち
、
条
例
検
討
案
を
公

表
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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（
条
例
の
目
的
）

○
こ
の
条
例
は
、
男
女
平
等
参
画

に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
市
、

市
民
、
事
業
者
等
の
責
務
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
男
女
平
等

参
画
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
男

女
平
等
参
画
社
会
を
実
現
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

○
市
、
市
民
、
事
業
者
等
が
協
働

し
て
、
何
人
も
男
女
の
性
別
に
よ

り
差
別
的
な
取
扱
い
を
受
け
な
い

で
、
そ
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
を
実
現
す
る
。

○
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い

て
、
何
人
も
男
女
の
性
別
に
か
か

わ
ら
ず
対
等
な
構
成
員
と
し
て
個

三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
条
例
検
討
案
の
背
景
と
趣
旨

働
）

○
市
、
市
民
及
び
事
業
者
等
は
、

協
働
し
て
男
女
平
等
参
画
の
推
進

に
努
め
る
。

（
性
別
に
よ
る
権
利
侵
害
の
禁
止
）

○
何
人
も
男
女
の
性
別
を
理
由
と

す
る
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

○
何
人
も
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
又
は
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
等
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
普
及
広
報
）

○
市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
等
の

男
女
平
等
参
画
社
会
に
つ
い
て
の

理
解
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な

普
及
広
報
活
動
に
努
め
る
。

（
市
民
等
の
活
動
に
対
す
る
支
援
）

○
市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
等
に

よ
る
男
女
平
等
参
画
の
推
進
に
関

す
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
必

要
な
施
設
の
環
境
整
備
を
行
う
と

と
も
に
、
資
料
収
集
、
提
供
等
の

必
要
な
支
援
に
努
め
る
。

（
行
動
計
画
）

○
市
長
は
、基
本
理
念
に
基
づ
き
、

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
男
女
平
等

参
画
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
市

の
男
女
平
等
参
画
に
関
す
る
行
動

計
画
を
策
定
す
る
。

○
市
長
は
、
行
動
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

○
市
長
は
、
行
動
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
次
報
告
）

○
市
長
は
、
男
女
平
等
参
画
の
推

進
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

行
動
計
画
に
定
め
る
施
策
の
実
施

状
況
を
公
表
す
る
。

（
相
談
員
の
設
置
）

○
市
長
は
、
男
女
平
等
参
画
の
推
進

を
阻
害
す
る
要
因
に
よ
る
人
権
の
侵

害
に
関
す
る
市
民
か
ら
の
相
談
を
受

け
る
た
め
、
男
女
平
等
参
画
に
関
す

る
専
門
の
相
談
員
を
置
く
。

○
相
談
員
は
、
相
談
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
関
係
者
か
ら
説
明
を

求
め
る
こ
と
、
及
び
関
係
者
に
対

し
是
正
の
要
望
、
助
言
等
を
行
う

こ
と
を
、
市
長
に
意
見
具
申
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

○
市
長
は
、
意
見
具
申
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る

と
き
は
関
係
者
に
対
し
適
切
か
つ

迅
速
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
相
談

員
へ
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
相
談
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘

密
を
も
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

（
三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
審
議
会
）

○
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る
た

め
、
三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
審
議

会
を
置
く
。

○
審
議
会
は
、
市
長
の
諮
問
に
応

じ
男
女
平
等
参
画
社
会
の
実
現
に

向
け
、
行
動
計
画
そ
の
他
男
女
平

等
参
画
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調

査
審
議
す
る
。

○
審
議
会
は
、
市
長
が
委
嘱
す
る

15
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
条
例
検
討

案
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

▽
平
成
18
年
１
月
13
日
f

午
後

７
時
〜
９
時
、
三
鷹
市
公
会
堂
別

館
４
・
５
・
６
号
会
議
室
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

ま
ち
づ
く
り
懇
談
会

を
行
い
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
条
例
検
討
案

市
民
会
議
、
審
議
会
等
の
会
議
の
公
開
に

関
す
る
条
例
検
討
案

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度

（
＝
行
政
等
が
重
要
な
計
画
等
を

定
め
る
と
き
、
原
案
を
公
表
し
て

意
見
を
求
め
、
そ
れ
を
考
慮
し
て

決
定
す
る
制
度
）
と
、
市
民
会
議
、

審
議
会
等
の
会
議
の
公
開
に
関
す

る
制
度
の
条
例
検
討
案
に
つ
い

て
、
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

９
月
議
会
で
成
立
し
た
自
治
基

本
条
例
で
は
、
開
か
れ
た
市
政
運

営
と
市
民
参
加
を
一
層
推
進
す
る

た
め
に
こ
の
二
つ
の
制
度
の
創
設

を
定
め
ま
し
た
。
今
回
の
条
例
検

討
案
は
、
こ
の
制
度
の
手
続
き
を

定
め
る
も
の
で
、
自
治
基
本
条
例

の
平
成
18
年
４
月
施
行
に
向
け
て

３
月
の
市
議
会
に
提
案
す
る
予
定

で
す
。
こ
の
２
制
度
の
条
例
制
定

は
都
内
で
は
初
の
取
り
組
み
と
な

り
ま
す
。
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パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

手
続
条
例
検
討
案
の
概
要

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
、
自

治
基
本
条
例
第
16
条
に
基
づ
く
も

の
で
す
。

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
の

対
象
（
条
例
等
）

・
市
の
基
本
的
な
制
度
を
定
め
る

条
例
の
案
、
市
民
生
活
又
は
事
業

活
動
に
直
接
か
つ
重
大
な
影
響
を

与
え
る
条
例
の
案
・
規
則
等
、
市

民
等
に
義
務
を
課
し
、
権
利
を
制

限
す
る
条
例
の
案

・
総
合
計
画
等
市
の
基
本
的
政
策

を
定
め
る
計
画
、
個
別
行
政
分
野

に
お
け
る
計
画
等

・
市
の
基
本
的
な
方
向
性
等
を
定

め
る
憲
章
・
宣
言
等

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
の

規
定
を
適
用
し
な
い
場
合

・
緊
急
に
条
例
等
の
制
定
等
を
行

う
必
要
が
あ
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
実
施
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

・
金
銭
の
徴
収
又
は
予
算
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
金
銭
の
給
付
に

関
す
る
条
例
等
の
制
定
な
ど
を
行

う
と
き
。

・
法
令
改
正
等
に
伴
う
軽
微
な
変

更
を
行
う
と
き
。

・
直
接
請
求
に
よ
り
議
会
提
出
す

る
と
き
。

○
意
見
提
出
期
間
は
、
条
例
等
の

案
の
公
表
の
日
か
ら
３
週
間
以
上

と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
を

明
ら
か
に
し
て
、
３
週
間
を
下
回

る
意
見
提
出
期
間
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

○
条
例
等
の
案
の
公
表
は
、
市
長

等
が
指
定
す
る
場
所
で
の
閲
覧
・

配
付
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
閲
覧
の
方
法
に
よ
る
。
ま

た
、
広
報
で
は
概
要
等
を
知
ら
せ

る
。

○
意
見
の
提
出
は
、
郵
便
、
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
、
直
接

持
参
等
と
す
る
。

○
市
長
等
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
手
続
を
実
施
し
て
条
例
等
の

制
定
等
を
行
う
場
合
に
は
、
期
間

内
に
提
出
さ
れ
た
意
見
を
十
分
に

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
市
長
等
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
手
続
を
実
施
し
て
条
例
等
の

制
定
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
条

例
等
の
制
定
等
と
同
時
期
に
、
提

出
意
見
の
概
要
、
市
長
等
の
考
え

方
、
条
例
等
の
案
を
修
正
し
た
と

き
は
修
正
内
容
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

市
民
会
議
、
審
議
会
等
の

会
議
の
公
開
に
関
す
る

条
例
検
討
案
の
概
要

市
民
会
議
や
審
議
会
等
の
公
開

な
ど
は
、
自
治
基
本
条
例
第
30
条

に
基
づ
く
も
の
で
す
。

○
対
象
と
す
る
会
議
は
、
市
の
事

務
又
は
事
業
に
つ
い
て
市
民
、
学

識
者
等
の
意
見
を
市
政
に
反
映
さ

せ
る
た
め
、
実
施
機
関
に
設
置
さ

れ
た
審
議
、
審
査
、
調
査
又
は
調

停
を
行
う
市
民
会
議
、審
議
会
等
。

○
市
民
会
議
、
審
議
会
等
の
会
議

は
、
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。

○
不
服
申
立
て
、
苦
情
、
あ
っ
せ

ん
及
び
調
停
に
係
る
会
議
は
、
非

公
開
と
す
る
。

○
市
民
会
議
、
審
議
会
等
の
会
議

の
内
容
が
次
に
該
当
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議

の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

・
法
令
の
定
め
に
よ
り
明
ら
か
に

公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
る
事
項

・
個
人
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
一

般
に
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ

と
と
認
め
ら
れ
る
も
の

・
法
人
そ
の
他
団
体
に
関
す
る
事

項
で
当
該
法
人
等
の
正
当
な
利
益

を
著
し
く
損
な
う
も
の

・
市
政
運
営
に
関
す
る
事
項
の
う

ち
、
協
力
関
係
情
報
、
意
思
形
成

過
程
情
報
、
合
議
制
機
関
等
会
議

情
報
、
事
業
執
行
情
報
、
人
事
情

報
、
取
締
情
報
に
関
す
る
も
の

※
三
鷹
市
情
報
公
開
条
例
第
８

条
第
１
項
の
各
号
で
公
開
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
市
政
情
報
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

○
会
議
の
日
時
、
会
場
等
を
１
週

間
前
ま
で
に
実
施
機
関
の
指
定
す

る
場
所
で
の
閲
覧
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
た
閲
覧
等
の
方
法

に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
緊
急
に
会
議
が
開

催
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

○
何
人
も
、
会
議
が
非
公
開
と
さ

れ
た
と
き
を
除
き
、
会
議
を
傍
聴

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

会
場
等
の
状
況
に
応
じ
、
定
員
を

定
め
る
。

○
会
議
資
料
は
、
会
議
が
公
開
さ

れ
る
と
き
は
、
傍
聴
す
る
者
に
提

供
し
、
又
は
閲
覧
に
供
す
る
。

○
公
開
さ
れ
た
会
議
に
係
る
会
議

録
の
写
し
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

3
つ
の
条
例
検
討
案
に
つ
い
て
の

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

◆
提
出
方
法
　
平
成
18
年
１
月
20

日
f
ま
で
に
、
氏
名
・
住
所
を
記

入
し
、
郵
便
・
フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ

ー
ル
な
ど
で
次
の
各
担
当
へ
。

◆
問
い
合
わ
せ
・
意
見
提
出
先

◇
三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
条
例
検

人
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮

で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
。

○
何
人
も
男
女
の
性
別
に
よ
る
固

定
的
な
役
割
分
担
を
強
制
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
自
己
の
意
思
と
責
任

に
よ
る
多
様
な
生
き
方
が
選
択
で

き
る
社
会
を
実
現
す
る
。

（
市
の
責
務
）

○
市
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
、

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
男
女
平
等

参
画
施
策
を
実
施
す
る
。

○
市
は
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共

団
体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
男

女
平
等
参
画
を
推
進
す
る
。

（
市
民
の
責
務
）

○
市
民
は
、基
本
理
念
に
基
づ
き
、

男
女
平
等
参
画
の
推
進
に
努
め

る
。

○
市
民
は
、
市
が
行
う
男
女
平
等

参
画
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め

る
。

（
事
業
者
等
の
責
務
）

○
事
業
者
等
は
、
そ
の
活
動
を
行

う
に
当
た
っ
て
、
基
本
理
念
に
基

づ
き
、
男
女
平
等
参
画
の
推
進
に

努
め
る
。

○
事
業
者
等
は
、
市
が
行
う
男
女

平
等
参
画
施
策
に
協
力
す
る
よ
う

努
め
る
。

（
市
、
市
民
及
び
事
業
者
等
の
協

討
案
「
〒
181
―
８
５
５
５
三
鷹
市

役
所
企
画
経
営
室
」
・
1
内
線
２

１
１
６
・
5
48
―
１
４
１
９
・

kikaku@city.mitaka.tokyo.jp
◇
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
条

例
検
討
案
「
〒
181
―
８
５
５
５
三

「
三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
条
例
検
討
案
」「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
条

例
検
討
案
」「
市
民
会
議
、
審
議
会
等
の
会
議
の
公
開
に
関
す
る
条
例
検
討

案
」
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、こ
れ
ら
の
条
例
検
討
案
全
文
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
ほ
か
、市
政
資
料
室（
市
役
所
２
階
）、各
市
政
窓
口
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

鷹
市
役
所
企
画
経
営
室
」
・
1
内

線
２
１
５
０
・
5
48
―
１
４
１

９
・

kikaku@
city.m

itaka.
tokyo.jp

◇
市
民
会
議
、
審
議
会
等
の
会
議

の
公
開
に
関
す
る
条
例
検
討
案

「
〒
181
―
８
５
５
５
三
鷹
市
役
所

相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー
」
・
1
内

線
２
２
１
４
・
5
48
―
２
８
１

０
・

soudan@
city.m

itaka.
tokyo.jp

業
に
「
男
女
平
等
参
画
条
例
（
仮

称
）」
の
制
定
を
掲
げ
、
積
極
的

な
取
り
組
み
を
明
ら
か
に
し
て
き

ま
し
た
。

少
子
高
齢
社
会
の
到
来
、
情
報

化
や
国
際
化
の
進
展
と
い
っ
た
社

会
の
急
激
な
変
化
に
対
応
し
、
多

様
な
人
々
が
共
に
生
き
、
共
に
責

任
を
担
い
な
が
ら
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
を
行
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
を
形
成
し
、
更
に
発
展
さ

せ
る
た
め
に
は
、男
女
を
問
わ
ず
、

そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮

す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

◆
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

市
で
は
、
こ
の
条
例
の
制
定
に

向
け
、
平
成
16
年
１
月
に
三
鷹
市

ま
ち
づ
く
り
研
究
所
に
「
三
鷹
市

男
女
平
等
参
画
条
例
（
仮
称
）
の

検
討
」
を
研
究
課
題
と
し
て
第
３

分
科
会
を
設
置
し
、
学
識
研
究
員

３
人
、
公
募
を
含
め
た
市
民
研
究

員
７
人
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て

研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
８
回

の
分
科
会
を
開
催
し
検
討
を
重

ね
、
男
女
平
等
参
画
条
例
（
仮
称
）

に
盛
り
込
む
べ
き
内
容
に
つ
い

て
、
平
成
16
年
12
月
に
報
告
書
が

市
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。


